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はじめに

数百年のスパンでみると、最近の豪雨が

過去最多かといえばそうではない。例え

ば千曲川では、2019 年 10 月に破堤氾
はん

濫
らん

したが、千曲川大洪水水位標（写真 1）

近年、地球温暖化によって豪雨が頻発し、水害が激化しているといわれて

いる。気象庁のホームページによると、1日の降水量が 200mm以上の大雨

を観測した日数は、統計を開始した 1901 年からの 30 年間と直近の 30 年間

を比べると、約 1.6 倍に増加している。また、地域気象観測システム（アメ

ダス）の観測によれば、1時間降水量 50mm以上の短時間豪雨の発生頻度は、

統計を開始した 76 年からの 10 年間に比べて、直近 10 年間は約 1.4 倍に増

加している。

豪雨の頻度は、確かに 100 年前、30 年前と比べると増えている。しかし、
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写真 1　千曲川大洪水水位標。2019 年の穂保破堤地点
から約 100m下流左岸堤沿いの玅笑寺にある。
同年の氾濫水位（推定値）は過去 2番目の高
さである＝長野市、野池元基撮影。

① 寛保 2	（1742）年	 8 月	 2 日（新暦8月31日）336.29m
② 令和元	（2019）年	10 月	13 日 335.49m（推定）
③ 明治 29	（1896）年	 7 月	21 日 334.70m
④ 弘化 4	（1847）年	 4 月	13 日（新暦5月27日）334.62m
⑤ 慶応４	（1868）年	 5 月	23 日（新暦7月12日）334.06m
⑥ 明治 43	（1910）年	 8 月	11 日 333.68m
⑦ 明治 44	（1911）年	 8 月	 5 日 333.59m

　	※）上記の標高は 2019 年を除き測定値
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によると、19 年の氾濫水位は 2番目であり、過去最高は 1742（寛保 2）年

である。

同じことは 2019 年 10 月の阿武隈川の洪水にもいえる。左支川安達太良

川が阿武隈川に合流する本宮では、19 年の氾濫水位は 1890（明治 23）年

のそれより約 1m低い。2020 年 7 月の球磨川・人吉の氾濫も、約 1200 年

前建立の国宝・青井阿蘇神社の拝殿が約 1.5m浸水したが、同神社の記録か

ら同程度の浸水は 1669（寛文 9）年、1712（正徳 2）年、1755（宝暦 5）

年にも発生している。

なお、2015 年 9月の鬼怒川水害では、鬼怒川沿いに線状降水帯が発達し、

流域平均雨量は観測史上最大の 502mm（3日雨量）に達したが、破堤した

箇所は、自然堤防が掘削され応急的に大型土
ど

嚢
のう

が積まれていた若宮戸地点と

堤防が低くなっていた三坂地点であり、豪雨の所為というよりは堤防の保守・

点検に問題があった注1。

要は、現代の水害の激化は、地球温暖化によるという以上に、我々の土地

利用や住まい方に原因するものであると言いたいのである。

沖積平野に住むかぎり水害は避けられない

22 年 6 月 5日のNHKニュースによると、NHKが全国市町村のハザード

マップ（1000 年に 1度の発生リスク対象）と 15 年国勢調査人口統計から、

氾濫リスクのある地域の居住者数を調査したところ、約 4700 万人とのこと

である。また、世界銀行などの調査（22 年 7 月発表）によると、100 年に

1度の発生リスクで浸水する地域の居住人口は、世界では 18 億人、日本で

は 3600 万人とのことである注2。

山梨大学の秦康範准教授によると、1995 年から 2015 年の 20 年間で、全

国の浸水想定区域内の世帯数は約 306 万世帯増えている注3。20（令和 2）年	

国勢調査人口速報集計から全国の世帯数の変化をみると、1995 年から 2015

年の 20 年間で約 934 万世帯増加している注4。20 年間の世帯数の増加に対

して、その約 33％が浸水地域に住みついているのである。

この浸水区域に新たに建てられた住宅が、氾濫を前提に工夫されていれば、

水害にならないのであるが、明治時代以降の治水行政はそれらの新規建物に
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水害対策を何ら要請してこなかった。その結果、水害が激化しているのであ

る。そして、住民も何ら対策を講じないまま、避難もできずに、多くの水死

者を出しているのである。

とくに 2000 年代に入って、寝たきり老人の水死が増えている。私が最初

にこれを経験したのは、04 年 7 月の新潟豪雨で信濃川右支川の刈谷田川・

五十嵐川が破堤氾濫した事例であった。この水害では 15 人の死者が出た

が、寝たきりのままの水死や、階段途中で力尽きての水死があった。その後、

16 年 8 月の岩手県岩泉町の水害では、小本川沿いの旧河川敷につくられた

平屋の老人施設で 9人の水死を出した注5。

さらに、18 年 7月の岡山県倉敷市の小田川流域の洪水氾濫では、51 人が

死亡（そのうち 42 人が住居内で水死、45 人が 65 歳以上）注6。20 年 7 月

の熊本県の球磨川水害では50人が水死し、そのうち44人が65歳以上であっ

た。とくに球磨村の老人施設・千寿園では 65 人の入所者がおり、部分的に

あった 2階に避難をしていたが、14 人が避難しきれず水死してしまった注7。

多くの老人が人生の総決算として建てた自宅や“終
つい

のすみか”の施設で水死

しているのである。

こうした犠牲を見るにつけ、私も 50 年以上河川工学を専門として 80 歳

を超えた身であるが、同胞に対して何ら役立っていなかったことに忸
じく

怩
じ

たる

思いがある。河川工学の一番の目的はこうした水死者を出さないことにある

のではないかと思うからである。

「民衆の自然観」から紡ぎ出された水害対策

日本の平野は、河川の氾濫によって、1万年から 2万年かけて形成された

沖積平野である。その氾濫原を水田に開発し、多くの人が居住してきたわけ

で、洪水氾濫に遭うのは必然である。しかし、洪水氾濫があっても水害にし

ないさまざまな工夫がなされていた。

例えば、利根川中流の左岸、群馬県邑楽郡を中心とした地域の水害対

策を見てみよう。この地域は（図 1）のように、利根川、渡良瀬川に囲ま

れ、中央には谷田川が流れており、洪水氾濫があることを前提として開

発されてきた注8。したがって、集落は近くの台地や自然堤防などの微高
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地に造られてきた。しかし、1783（天明 3）年の浅間山噴火以降は、火

山灰や泥流が利根川に流れ込み、利根川全川にわたって急激に河床が	

上昇し、幕末は常習的な水害地域になってしまった注9。そこで（図2）のように、

水
み

塚
つか

を造り、その上に三段構えで納屋、母屋、倉庫を建て、さらには避難の

ための舟や食料を用意し、氾濫があっても深刻な水害にならない工夫がされ

図 1　利根川中流域左岸低平地の水塚分布図（宮田茂原図）／出典：
板倉町史編さん委員会『利根川中流地域板倉町周辺低湿地の
治水と利水』別巻 4、1980 年、68 ページ

図 2　利根川中流域板倉町の水塚・母屋と堤防の相関図（宮田茂原
図）／出典：板倉町史編さん委員会『利根川中流地域板倉町
周辺低湿地の治水と利水』別巻 4、1980 年、65 ページ
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ていたのである。（図 1）は 1979 年の調査であるが、水塚は群馬、栃木、埼

玉、茨城県の合計で 1512 軒におよぶ。とくに、利根川左岸域と渡良瀬川左

右岸域に多い。これは、江戸幕府の水害対策が利根川右岸域に手厚く、左岸

域が放置されたからであり、水塚はいわば生業を通じて培われた「民衆の自

然観」から紡ぎ出された水害対策だったのである。

なお、先に見たように世界では浸水リスク地域に 18 億人が住んでいる。

しかし、その多くは浸水があっても深刻な水害にならない工夫がなされてい

ると考えられる。いわゆる先進国的思考で、浸水地域の人口の多さを哀れむ

必要はなく、それぞれの国・地域の自然、歴史・文化に根差した対策がとら

れているはずである。ところが、先進国といわれる日本では、河川改修が進

展した現代において、民衆の自然観に基づく工夫が忘れ去られ、老人の水死

という深刻な水害に直面しているのである。

明治以降の河川改修と高度経済成長時代の都市開発	～2018年倉敷・小田川水害を例に～

日本における中央集権的な「国家の自然観」に基づく近代的河川改修事業

は、1896（明治 29）年の河川法制定から始まった。この法律で、全国の河

川改修に順次国

費が充当され、

連続堤防が建設

された。その結

果、沖積平野に

おける常習的な

水害は 1980 年

代の高度経済成

長期の終わりご

ろまでには克服

できたといって

いい。しかし、常

習的水害がなく

なったせいか、

図 3　小田川の破堤氾濫状況／出典：山陽新聞 2018 年 7 月 27 日
　※）末政川下流東岸❹の越流氾濫は、筆者の聞き込みでは 7日

午前 0時ごろ
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安心しきって、水害対策がされないまま新興住宅地が沖積平野に多数建設さ

れたのであった。そして、この傾向は、前述のように 2000 年代に入っても

いまだに続いている。

こうした土地利用の変遷を、18 年 7 月に大水害に見舞われた岡山県倉敷

市の小田川流域で見てみよう。この水害状況は（図 3）のごとくであり、浸

水面積約 1200ha、浸水家屋数約 4600 棟であり、その多くが 2階まで浸水し、

51人の水死者を出したのであった注10。

という集落は、いわゆる輪中堤防で守られていたが、1893（同 26）年の大

洪水では壊滅的な被害を受けている。

高梁川の河川改修は、1907（同 40）年に内務省直轄で始まる。高梁川は

北から南に流れ、比較的急流であるが、小田川合流点付近で 2派に分かれ

ていた。高梁川・小田川の上流域は古代からタタラ製鉄が盛んで、土砂流出

の激しい河川であった（タタラ製鉄は、花
か

崗
こう

岩が細かく砕けた、いわゆる真

砂に 1％含まれる鉄分を取り出し、その還元に薪炭を必要とし、二重の意味

で山が荒らされ、激しい土砂供給を長年にわたって続けてきた）。

この土砂は洪水が分散する分派点で堆
たい

積
せき

しやすい。そこで、分散する洪水

を 1本に集め、掃流力を高め、土砂を押し流す方策がとられた。高梁川は

北から南に流れやすくなり、倉敷市街地への氾濫を抑えることができた。し

かし、これに直角に合流する小田川は西から東に流れる緩流河川で、小田川

（図 4）は約

120 年前の小田

川流域・真備町

の地形図であ

る。住居は基本

的に自然堤防や

山沿いの高いと

ころに立地し、

平野は水田とし

て利用されてい

た。ただ、高梁

川に近い「川辺」
図 4　1897（明治 30）年の真備町地形図

川川辺辺村村川辺村
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の洪水は高梁川に阻まれ、逆流しやすい状況にあった。

明治政府は苦肉の策として、小田川の洪水は小田川の左岸一帯に遊水させ

ることとし、小田川に合流する左支川・末政川や高馬川の堤防高を小田川堤

防高より約 1～ 2m低く設定したのであった。（図 5）は小田川と末政川の

図 5　小田川と左支川・末正政川の堤防高比較

図 6　2000 年代の小田川左岸地域の状況／出典：国土地理院発行	
2 万 5 千分の 1地形図「箭田」（2016 年調整）を加工
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堤防標高の比較であるが、小田川の洪水は当然末政川に逆流し、越流氾濫す

ることになる。事実、2018 年 7月には、この末政川の堤防高が標高 14m前

後のところから 7日 0時ごろに越流氾濫がはじまり、大災害に発展したの

であった。

明治政府のこのような施策は、水田耕作者にとって、築堤によって水害頻

度が減るとともに、10 年に 1度ぐらいの氾濫はかえって肥料となる土を置

いていってくれるという長所もあり、許容される方策であったといえる。し

かし、この遊水地としての役割がいつの間にか忘れ去られ、何の対策もない

ままに都市開発が進んでしまったのである。

次に、（図 6）を見てほしい。これは（図 4）から約 100 年後の状況であるが、

この水田地帯が市街地として開発されたのであった。現行の都市計画法は

1969（昭和 44）年に施行されたが、真備町では 79（同 54）年に同法によっ

て市街化区域と市街化調整区域が指定された注11。2005 年に真備町は倉敷市

に編入合併されたが、この区域指定の変更はなかった。この真備地区の人口

の変遷をみると、1970 年に 1 万 2563 人であったが、85 年に 2万 2721 人

と 15 年間で 1万人も増え、その後は微増・微減でほぼ横ばいである。

都市計画法では、70（同 45）年に「おおむね 60 分雨量強度 50mm程度

の降雨を対象として河道が整備されないものと認められる河川のはんらん区

域及び 0.5m 以上の湛水が予想される区域」は、「原則として市街化区域に

含めないものとす

る」という通達が

出されている。し

かし、実際はこの

通達は全国的に見

てもほとんど順守

されておらず、洪

水氾濫することを

忘れ、無防備な都

市開発が進められ

たのであった。換

言するならば、都

写真 2　子どもたちの水防体験会。濁水中を杖とライフジャ
ケットで歩行した＝ 2022 年 7 月、NPO 新潟水辺の会
提供
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市行政と河川行政が、それぞれ乖
かい

離
り

したまま“シンクロ”することはなかっ

たのである。

おわりに

沖積平野に住むかぎり、洪水氾濫に遭遇することは避けられない。住宅を

高床式で堅固に造れば床上浸水や破壊はなく、避難する必要もないであろう。

2021 年春、国土交通省は「流域治水」なる方針を打ち出し、今後、河道だ

けの治水でなく、氾濫リスクのある地域を考慮する治水方針を打ち出した。

しかし例えば、現在進行中の球磨川の河川整備計画をみると、目標流量の

処理のために、川辺川ダムが流水型ダムとして復活し、遊水池が計画されて

いる。流水型ダムは環境にやさしいといわれているが、実際は、土砂が貯留型

ダムより少ないがそれ相当に堆積し、通常時はダム内が荒廃した原野とな

り、流水を流すトンネル水路も決して魚類の往来にやさしいものではない注

12。また、遊水池も、土地や住宅を買収し、深く掘削する方針が示されており、

地域の自然や歴史・文化が破壊されようとしている。「流域治水」は、本来、

それぞれの地域で自然や歴史・文化を尊重しながら住民の命をどう守るか、

ぎりぎりの選択が追求され、それを地域ごとに積み上げ連携していくことに

あると考えている。しかし、現行の「流域治水」は目標流量をどう処理する

かが先行し、住民の生存権が無視されているように感じられてならない。な

お、この整備計画が実行されるとしても、完成までには数十年の時間を必要

とする。

一方、都市計画行政として、浸水域の建物に高床式などの浸水対策を施す

にしても、それを早急に実施することも不可能である。今後も住宅が床上浸

水し、氾濫水のなかを避難する可能性はついてまわる。このような状況下で、

町内会などの助けを得て避難することもあり得るが、基本は「自分の命は自

分で守る」しかないのである。

私は、このような状況下で、もっとも初歩的な対策かもしれないが、各家

庭に人数分のライフジャケットを備えておくことを強く勧めたい。仮に、体

力のない高齢者などの場合でも、何とかライフジャケットを装着すれば、浸

水しても浮きあがり、軽く引き上げられ、2階に避難しやすくなる。極論す
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れば、首だけ水の上に出ていれば水死することはない。また、氾濫濁水のな

かを避難する場合も、（写真 2）のように杖を持ち、ライフジャケットを着

けて逃げることを勧める。杖は、マンホールや側溝などのくぼみを発見でき

る。ライフジャケットは、きちんと身に着けている限り溺れにくい。ハザー

ドマップで浸水が想定される地域では、各家庭で人数分のライフジャケット

を備えておきたい。それが自分の命を自分で守る手立てになり得る。
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